
桶川市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 桶川市は、中学生に地域の中での様々な社会体験や勤労体験を通して、望ましい

職業観・勤労観や社会性、自立心を養い、豊かに生きる力をはぐくむことをねらいとす

る「中学生社会体験チャレンジ事業」（以下「事業」という。）を実施する。 

  事業の推進にあたり、桶川市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会（以下「推進  

 委員会」という）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 推進委員会は、事業の円滑な実施のため、次の事項を所掌する。 

 (1) 事業の実施に向けて、生徒を受け入れる事業所・団体等との連絡調整 

 (2) 生徒の活動場所の確保 

 (3) 各中学校に設置されるチャレンジ実行委員会への支援 

 (4) 事業の市内への啓発 

 

（構 成） 

第３条 推進委員会には委員長、副委員長及び委員を置く。 

２ 委員長は、委員によって互選する。 

３ 副委員長は、委員長の推薦により若干名置くことができる。 

４ 委員は、別表１に掲げる関係者等をもって充て、１０名程度で構成する。 

 

（会 議） 

第４条 委員長は、会議を招集し、主宰する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 会議は年２回程度開催する。 

 

（会議の公開） 

第５条 推進委員会は、公開とする。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数で議決 

 したときは、非公開とすることができる。 

 

（会議録） 

第６条 委員長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。 

 (1) 推進委員会の日時及び場所 

 (2) 出席及び欠席した委員の氏名 

 (3) 決議事項 

 (4) 表決における賛否の数 

 (5) 議事の経過 

 (6) その他必要な事項 

 

（庶 務） 

第７条 推進委員会の庶務は、桶川市教育委員会学校支援課において処理する。 

 



（その他） 

第８条 委員長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。 

２ この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に  

 定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月８日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年５月１０日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年６月２３日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年５月２８日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 



（別表１） 

 

桶川市中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会委員の構成 

 

 

１   ＰＴＡ連合会関係者 

２   商工会議所・商工会関係者 

３   青年会議所関係者 

４   ロータリークラブ・ライオンズクラブ関係者 

５   市内中学校長の代表 

６   市内各中学校の事業実施学年主任または主担当者 

７ その他必要と考えられる関係者 

 

 


